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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
岩塩と、舌下、口腔内における体内吸収機能により摂取させるためのアミノ酸とを主要有
効成分として含有することを特徴とする口腔用衛生組成物。
【請求項２】
岩塩を２．５～４．０重量％溶解した水溶液に対し前記アミノ酸を配合してなることを特
徴とする請求項１記載の口腔用衛生組成物。
【請求項３】
構成成分が岩塩、アミノ酸及び蒸留水からなりアミノ酸以外の化学成分を混入せしめてい
ない液状歯みがき組成物であって、岩塩はモンゴル産であり、アミノ酸はアラニン、シス
テイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジン、イ
ソロイシン、リジン、ロイシン、メチオニン、アスパラギン、プロリン、グルタミン、ア
ルギニン、セリン、スレオニン、バリン、トリプトファン及びチロシンからなる群から選
択されたものであることを特徴とする請求項１又は２記載の口腔用衛生組成物。
【請求項４】
アミノ酸はBCAA、アルギニン、ヒスチジンの混合物、アルギニン、オルチニン、グリシン
の混合物、BCAA、グルタミン、アルギニン、オルチニンの混合物、アルギニン、プロリン
、オルチニンの混合物、BCAA、アルギニン、ヒスチジン、オルチニンの混合物あるいは、
システイン、プロリン、チロシン、アラニンの混合物のいずれかであることを特徴とする
請求項１～３のいずれか一記載の口腔用衛生組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の目的は、塩（成分）として海水（由来の）塩でなく岩塩、特にはモンゴルで産
出する岩塩を含有する歯みがき組成物などの口腔用衛生組成物、当該岩塩を含有した、歯
みがき組成物などの口腔用衛生組成物、当該ミネラル分補給用歯みがき組成物などの口腔
用衛生組成物、及び／又は当該岩塩を水溶液としてある歯みがき組成物などの口腔用衛生
組成物によって達成される。本発明の一つの態様では、次のものが提供される。
　　　　〔１〕岩塩と、舌下、口腔内における体内吸収機能により摂取させるためのアミ
ノ酸とを主要有効成分として含有することを特徴とする口腔用衛生組成物。
　　　　〔２〕岩塩を２．５～４．０重量％溶解した水溶液に対し前記アミノ酸を配合し
てなることを特徴とする上記〔１〕記載の口腔用衛生組成物。
　　　　〔３〕構成成文が岩塩、アミノ酸及び蒸留水からなりアミノ酸以外の化学成分を
混入せしめていない液状歯みがき組成物であって、岩塩はモンゴル産であり、アミノ酸は
アラニン、システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、フェニルアラニン、グリシン、
ヒスチジン、イソロイシン、リジン、ロイシン、メチオニン、アスパラギン、プロリン、
グルタミン、アルギニン、セリン、スレオニン、バリン、トリプトファン及びチロシンか
らなる群から選択されたものであることを特徴とする上記〔１〕又は〔２〕記載の口腔用
衛生組成物。
　　　　〔４〕アミノ酸はBCAA、アルギニン、ヒスチジンの混合物、アルギニン、オルチ
ニン、グリシンの混合物、BCAA、グルタミン、アルギニン、オルチニンの混合物、アルギ
ニン、プロリン、オルチニンの混合物、BCAA、アルギニン、ヒスチジン、オルチニンの混
合物あるいは、システイン、プロリン、チロシン、アラニンの混合物のいずれかであるこ
とを特徴とする〔１〕～〔３〕のいずれか一記載の口腔用衛生組成物。
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